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河川レンジャートライアル基本ルール 

（趣旨） 

この基本ルールは、国土交通省近畿地方整備局琵琶湖河川事務所が設ける「河川レンジャ

ー制度」において、河川レンジャーの確保を目的とし試行する「河川レンジャートライアル」に

適用し、次期レンジャー候補者・希望者が体験する場として河川レンジャー活動の補佐をする

場合の基本的なルールを示すものである。 

（名称） 

この試行を「河川レンジャートライアル」と称し、トライアルを行う個人には、呼称を付さない。 

（責務） 

トライアルにおいて活動する者は、特定の責務を負わないが、この試行の意義を理解の上、

良識的な行動を行うものとする。 

（活動範囲） 

トライアルにおいて活動する者の活動範囲は、琵琶湖河川レンジャーの活動範囲に準ずる。

（登録） 

河川レンジャー活動の補佐をする「河川レンジャートライアル」でレンジャー活動の体験を希

望する者は、登録様式に記入し提出・申し込みを行う。 

（申込） 

申込は、河川レンジャーマネージャーが対面で受け取り、河川レンジャーについての一通り

の説明を行い、申込者が趣旨を理解していることを確認する。受け取った際の所見を、マネ

ージャーは、様式内の所見欄に記入する。提出された申込書は、河川レンジャー制度運営委

員会に回覧する。 

（活動内容） 

マネージャー及び河川レンジャー（注１）により、トライアル内容を決定し、実施する。

（活動支援） 

河川レンジャー活動支援室（マネージャー）と河川レンジャーは、連携して、トライアルにおい

て活動する者の、河川レンジャーとしての素養を獲得していく経過を支援する。 
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（登録の抹消） 

トライアルにおいて活動する者が、トライアルの趣旨に反して著しく不適切な行動を取った場

合は、委員会が登録抹消権を持つ。 

 

（活動休止及び再開） 

トライアルを行う期間において、都合により活動を休止する者は、マネージャーへ届けを提

出する。また、再開する場合も、同様に行う。 

 

（登録期間） 

登録期間は半年毎に更新可能とし、最長２年とする。 

 

（活動報告） 

トライアルにおいて活動する者は、毎回の参加記録を所定の様式に記入し提出すること、お

よび 3 カ月毎に感想文を提出することとする。 

 

（交通費の支払い） 

上記の参加記録に記載される内訳に従い、確認の上、活動に伴う交通費の支払いを行う。精

算の様式は別途定める。 

 

（保険の加入） 

委員会は、トライアルにおいて活動する者へのイベント保険を活動ごとにかけるものとする。

その事務手続きは河川レンジャー活動支援室が行う。 

 

以上 

 


